
利用者負担額の算出方法について（あきる野市で課税されている場合）

１　会社員等の方（給与から住民税を引かれている方）
　（１）保護者ごとの市民税の所得割額を算出します。
　（２）毎年、５月か６月頃に会社から渡される「給与所得等に係る特別徴収額の決定通知書」の「市民税」の欄をご覧ください。
　（３）階層を決定する市民税所得割額は、「税額控除前所得割額（Ａ）-調整控除額（※）」 となります。
　　※住宅借入金等特別控除、配当控除等の税額控除がない場合は、Ｂ＝調整控除額なので「Ａ-Ｂ＝Ｃ」となります。
　　　  調整控除以外の住宅借入金等特別控除、配当控除等の税額控除がある場合は、「Ａ-（Ｂ-調整控除以外の税額控除）」となります。
　（４）給与以外に不動産所得等があって、給与から住民税が引かれている以外に別途納付書などで住民税を納付している方は、
　　　次ページの「住民税（市・都民税）納税通知書」の市民税所得割額をご覧ください。
　（５）保護者ごとの市民税の所得割額を合算し、利用者負担額表にあてはめてください。
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２　自営業等の方（口座振替や納付書で住民税を納付している方）
　（１）保護者ごとの住民税の所得割額を算出します。
　（２）毎年、６月頃に市が送付する「住民税（市・都民税）納税通知書」の「市民税」の欄をご覧ください。
　（３）階層を決定する市民税所得割額は、「総所得（Ａ）+分離（Ｂ）-調整控除額（Ｃ）」となります。
　　※分離所得がない場合は、「Ａ-Ｃ」となります。
　　　 分離所得のみの場合は、調整控除額はありませんので、「Ｂ＝市民税所得割額」となります。
　（４）保護者ごとの市民税の所得割額を合算し、利用者負担額表にあてはめてください。
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